
居宅介護支援事業部会  会議録 
 
               平成２０年５月１６日（金）１４：００～１６：００  
                開催場所 社会福祉法人暖家 だんらんの食堂にて 
                司会進行 居宅介護支援事業部会 会長 稲垣光晴 

 
記録 つつじ苑介護保険相談センター 

   介護支援専門員 中平 民恵 
                 
【参加事業所】 
「有 あい」「あしすと居宅介護支援センター」「あっとほうむ」「あみステーションケア

プランセンター」「いずみ」「鵜沼中央クリニック」「おたっしゃ堂」「カーサレスペート」

「介護サービス各務原」「各務原訪問看護ＳＴ」「かがやき」「かわさきケアサービス」「ケ

アマネセンター元気」「コープ岐阜」「五島医院」「さかい」「さくら」「五月商店」「サン

ライズケアステーション」「七耀の杜」「各務原社会福祉協議会」「ジョイフル各務原」「つ

つじ苑」「ジョイフル新那加」「であいらんど」「ニチイケアセンター各務原」「菜の花」「花」

「ひとみ居宅介護支援事業所」「ほっと」「まりも」「みついけ介護支援サービス」「メデ

ィックス」「ラベンダー」「リバーサイド川島園」「松原薬局」                        

                                                  

合計５８名 
事業所 出席者氏名                                

 
今回は平成20年4月から開始された「後期高齢者医療制度について」の勉強会となり、

各務原市医療保険課の職員の方に講義していただきました。 
なお本研修を「介護サービス情報の公表制度」Ⅱ-１-（１）-②従業者を対象とした、

法令遵守に関する研修（介護サービスに関連する各種法令等を内容とした研修等）と位

置づけます。 
 
１：開会の挨拶          社会福祉法人 暖家 理事長 長縄 伸幸様から 
２：後期高齢者医療制度についての概要      各務原市医療保険課 山内様から 
３：国民健康保険料の賦課について        各務原市医療保険課 坪井様から 
４：質疑応答 
１． ６５歳以上から７４歳までの一定の障害の状態にある方へ後期高齢者医療制度

に移行するかどうか案内が来るが、具体的に家族の保険料変更まで詳しく載って

いるのか、ただ、本人の選択案内だけであるのか。例えば、こちらを選択すれば

このような事になるという具体的なことまで乗せてあるのか。 
答：具体的なことまでは載せていない。あくまでも案内通知であるため、どちらを選

択したら良いのか、具体的な相談は医療保険課の窓口か電話で相談願いたい。 
２． 夫が後期高齢者医療制度へ年齢とともに移行した際、その妻が未だ社会保険の



被扶養者であった場合、その妻は申請を忘れると無保険者になるといっていたが、

案内は市から行くのですか？ 
答：忘れた場合、後期高齢者になった日までさかのぼることは出来るが、市で把握は

困難であるので、事業所の方で把握をお願いしたい。 
３． 高額医療・高額介護合算制度をもう少し具体的に話してほしい 
答：社会保険＋介護保険もあるし、国民保険＋介護保険もあり、すべての組み合わせ

に対してある。ただしあくまでも第１号での合算であり、第２号被保険者は適用

外である。 
４． 市の財政予算として、保険料の増加は何％と見込んでいるのか。 
５． 若年医療と後期医療と分かれ、若年医療はどの程度負担額が増加したのだろう

か。新聞には１、５倍になると書いてあったが。                    
答：予算としては決まっているのだが、今手元に資料がないので返答できない。昨年

と比べてどうか、というのも返答困難。今年度、特定検診と保健指導が国民健康

保険でまかなうようになったので試算してみないとわからない。6 月の中旬には試

算がはっきり出る予定。 
６． ６５歳からの一定の障害の状態にあることにつき、とあり、さきほど身体障害

者手帳では１級～３級程度、精神保健福祉手帳では１級～２級程度と話があった

が、療育手帳では何級までを対象としているのか。 
 答：Ｂ１まで。ちなみに身体障害者手帳の４級で音声下肢言語も対象となる。 
  また手帳を持っていなくても診断書を持って申請も可能。しかしケースとしては

少ない。だいたいが障害年金の手続きや手帳の手続きをしているため。 
７． 後期高齢者に６５歳からの一定の障害のある人が移行しなかった場合、市町村

独自のサービスを受けられなくなるケースが有ると新聞に載っていたが、各務原

市でも同様に受けられなくなるサービスというものがあるだろうか。 
答：特に損をするようなことはない。例えば各務原市では人間ドックが７４歳までし

か受けられないというのがあるが、受診で基本的には受けなければならない医療

は受けることができているのではないだろうか。 
８． この今回の説明方法や資料は専門職向けであるのか、それとも一般の人に対し

てもこういった説明方法や資料用意しているのか。 
答：資料としては一般向けにもまったく同じものを用意している。一般の人にとって

は、保険制度全体の事よりも、保険料について関心が高いので、説明は保険料に

ついて詳しく話すが、そうなると具体的な世帯状況や資産によってかなりの違い

があるので結局は窓口にて個別で聞いてもらう必要が出てくる。 
９． 実際、給付を受ける点で問題だと医療保険課側にいて感じることはないか。 

患者側にとってはあちこちの病院へ通えなくなるのではないか、という不安があ

る。 
主な病気は一つではないし、包括支払いについてどう考えるか。 

答：誤解の元、報道されていることも多いように感じる。 
  必要な検査は受けることが出来るし、選択も出来る。包括的な支払いについて予



防給付のイメージがつくが、それとは同じでは無い。とにかく具体的に知りたい

ことがあれば、直接医療保険課に問い合わせをしてほしいと思っている。 


